
４月２７日（月）【臨時休校延長（5/10 まで）のお知らせ】 対象：全学年 

北九州市教育委員会より以下の内容で通知がありましたので、送付いたします。 

保護者様 

 日頃から児童生徒の健康管理にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 ５月６日（水）までとしていた休校期間を５月１０日（日）まで延長します。 

 県内の感染状況は、未だ、収束がみえず、さらに、社会全体で、人の移動や接触の機会と時間を減らすこと

が一層求められています。新型コロナウイルス感染症の拡大防止のためには、市民一人一人のご協力が不可欠

です。 

子どもたちの心身の健康面や学力について、ご不安に思われることは、是非、教育委員会、学校、相談窓口で

相談していただければと思います。 

 また、５月１１日（月）以降の連絡は、国の専門家会議や緊急事態宣言、県内・市内の感染状況等を総合的

にみて判断する必要があることから、ＧＷ中になると思われます。保護者様への連絡が遅くなることについて

は、心からお詫び申し上げます。 

 学校を再開する際は、万全の体制で子どもたちを迎え入れるために、全力を注ぐ所存です。どうか、ご理解

いただき、ご協力の程よろしくお願いします。 

  北九州市教育委員会 

 

【学校預かりについて】 

 休校期間の延長に伴って、学校預かりの希望調査を再度させていただきます。内容は、以下のようになりま

す。 

〇対象児童 

・小学１年～小学３年の児童    ・4月 20日以降放課後児童クラブを利用している小学 4 年～6 年 

〇パン・牛乳の提供はありません。 

〇預かり時間    ・８：３０～１１：３０ 

〇申込を希望される方は、申込用紙を５月１日（金）８：３０までに学校へ提出 

 現在、預かりをされている方には、明日プリントを配布します。申込用紙が必要な方は、学校までご連絡く

ださい。 

 

４月２１日（火）【臨時休校中のスマホ・インターネット等の適切な利用について】対象：全学年 

保護者様 

 臨時休校の延長に伴い、各ご家庭におかれましては、子どもたちの生活習慣や健康面へのご配慮ありがとう

ございます。 

 さて、このたび、教育委員会より、臨時休校中のスマホ・インターネット等の 「安全」「安心」「適正」な利

用について 資料提供がありましたので、お知らせいたします。 

 下記のサイトにアクセスすると、本市 教育委員会 作成のリーフレットや、文科省作成の保護者向け動画教

材をご活用いただけます。改めて各ご家庭において、スマホ・インターネット等の利用の仕方やルール等につ

いてお話いただければと思います。 

 保護者の皆様のご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 尚、ご不明な点等ございましたら、三郎丸小学校（９２１－１４４０）か教育委員会指導第２課（５８２―２

３６９）までご連絡ください。 

◆北九州市教育委員会作成 

〇家族で考えよう正しいスマホの使い方 



https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000692197.pdf 

〇気を付けようネットトラブル 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000692198.pdf 

◆参考： 文科省作成 

〇スマホ時代の君たちへ 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2020/02/05/20200

205 mxt_jogai01_001.pdf 

〇ネット依存：ネットゲームに夢中になると 

https://www.youtube.com/watch?v=mFRV1GTEsIQ 

 

４月２０日（月）【家庭学習課題例のお知らせ】対象：全学年 

教育委員会より、休校中の家庭学習課題例を用意したと連絡がありました。つきましては、それぞれのご家庭

で 、 家 庭 学 習 の 際 に 取 り 組 む 参 考 と し て 、 ご 活 用 く だ さ い 。 [ Ｕ Ｒ Ｌ ] 

http://www.kita9.ed.jp/eductr/sub/index.html 

家庭学習補助動画もあわせてごらんになっていただきたいと思います。 

[ＵＲＬ]  https://www.youtube.com/channel/UCfZve5G3JEO7nLH3yB9I2wg 

ネット環境のないご家庭は、学校にご相談ください。不具合が生じた場合は、 

「教育委員会指導第一課 ５８２－２３６８」までご相談ください。 

 

４月１６日（木）【休校中の過ごし方についてのお願い】対象：全学年 

 保護者の皆様におかれましては、臨時休校措置でご心配をおかけしています。市内においても、新型コロナ

ウイルス感染症の罹患者が継続的に発生しており、感染症拡大防止に向けてご協力をお願いしているところで

す。また、市内でも小学生や中学生の感染者が出ており、本校児童の感染も危惧されます。 

 そこで、以下の点について改めてご家庭でお子様にお話をしていただくようお願いいたします。 

・児童の不要不急の外出は控える 

・友達の家に集まって過ごさない 

・保護者が留守の家庭には上がらない 

 お子様のこと等で心配なことや不安に思われることがありましたら、遠慮なく学校（９２１－１４４０）ま

でご連絡ください。多大なご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。 

北九州市教育委員会 

北九州市立三郎丸小学校 

 

４月１６日（木）【休業期間中の児童の状況把握について（お願い）】 対象：全学年 

日頃から本校の学校運営に、ご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。さて、北九州市教育委員会より、

各学校において、児童の健康面や安全面について状況を把握するようにという連絡がありました。 

 保護者の皆様方におかれましては、趣旨を十分にご理解いただき、文末のＵＲＬから電子申請へアクセスし

ていただきご回答をお願いします。また、別途電話連絡等でお子様の状況を確認させていただくこともござい

ます。 

 なお、兄弟姉妹の関係で、複数回答をいただくこともあると思いますが、個々の児童の把握を適切に行うた

めに何卒ご協力をお願いいたします。 

【状況把握について】 

１ 期間 ４月１６日（木）～４月１９日（日） 



２ 対象 全児童 

https://www.shinsei.elg-front.jp/kitakyushu/uketsuke/dform.do?id=1586932155581 

 

４月１５日（水）【学校預かりに関する緊急のお願い】 対象：全学年 

児童預かりを申し込まれている保護者の皆様へ緊急のお願い 

 

県の休業要請を受けての学校預かりの希望調査について（お願い） 

 

 令和２年４月７日(火)、本市は「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態措置を実施すべ

き区域に指定され、福岡県知事より 4 月 13 日に休業要請も発令された状況です。また、本市においては、学

校の教職員や児童に感染者が確認されています。 

 このような状況の中で、学校の教職員についても、感染拡大防止のため、できるだけ在宅での勤務を行うこ

ととなり、預かりを担当する教職員数も減らさざるをえず、学校預かり体制の維持が難しい状況です。 

 現在、学校の預かりを利用されている方は、医療従事者などやむを得ない理由で学校の預かりを利用されて

いることは、重々承知しておりますが、今一度、家庭等でお子様が過ごすことができないかご検討をお願いし

ます。その上で、4 月 20日（月）以降の学校での預かりについて、本日、学校預かりに来られたお子様につい

ては、プリントを配付しておりますので、そちらにご記入の上、必ず４月１６日までにご提出ください。 

なお、本日、学校預かりを利用されていない方で、4月 20 日以降の預かりを希望する場合は、必ず、学校まで

電話でご連絡ください。 

 お子さま、保護者の皆さま、そして、職員の健康と命を守るための大事なお願いです。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、急遽、中止する場合があります。 

 

４月１４日（火）【4月 20 日以降の学校預かりについて】 対象：２年生～６年生 

保護者様 

 

 現在実施しております、臨時休業中の学校預かりの延長についてお知らせします。 

 学校休業の延長に伴い、学校預かりを 4 月 20 日から 5月 1 日（金）土日除くまで延長いたします。 

 ただ、報道でもありましたように、市内近隣の小学校でも教師や児童の感染が発生しています。学校でも感

染予防対策を実施しておりますが、万全とはいえません。 

 北九州市では、感染拡大を防止するため、どうしても家庭での保育が困難な場合に限り、お子さんの受け入

れを行うこととしています。現在、学校預かりをご利用の皆様にもこの趣旨を十分にご理解いただき、再度、

お子様がご家庭で過ごすことができないかご検討をお願いします。 

 家庭でお子様の見守りをしていただくことは、子どもたちを感染から守ることにつながります。どうぞよろ

しくお願いします。 

 学校預かりについて変更等がございましたら、お電話でご連絡ください。 

 

４月１４日（火）【４月２０日（月）からの学校預かり時間等の変更について】対象：１年生 

１年生保護者 様 

４月２０日（月）からの学校預かり時間等の変更について 

  

 新型コロナウイルス感染拡大防止のための休校措置が、５月６日まで延長されたことに伴いまして、児童の



学校預かりも延長することとなりました。 

通常ですと、１年生は４月２０日（月）から給食を開始し、１３：３０ごろに下校となる予定でした。そこで、

４月２０日（月）からの学校預かりの時間帯等を以下のように延長しますのでお知らせいたします。ご理解と

ご協力をお願いいたします。 

 

１ 期 間  令和２年４月２０日（月）～令和２年５月１日（金） 

２ 時 間  １年  ８：３０～１３：３０頃 

※ 放課後児童クラブに登録している児童は、預かり終了後、そのまま学校から放課後児童クラブに行き

ます。それ以外の児童は自宅に帰ります。 

３ 昼 食  １年  家庭から弁当持参  

※ １年生についてはアレルギー対応ができないため、簡易な昼食（パンと牛乳など）の提供はありませ

ん。 

４ その他  登校は児童の安全を第一に考え、これまで通り、保護者が引率するか、もしくは兄姉と一緒

に登校させてください。 

 

 北九州市では、施設における「３密」を避け、感染拡大を防止するため、どうしても家庭での保育が困難な

場合に限りお子さんの受け入れを行うこととしています。つきましては、学校預かりをご利用の皆様にもこの

趣旨を十分にご理解いただき、再度、お子様がご家庭で過ごすことができないかご検討をお願いします。 

 家庭でお子様の見守りをしていただくことは、子どもたちを感染から守ることに繋がります。どうぞ、よろ

しくお願いいたします。 

 学校預かりについて変更等がございましたら、お電話でご連絡ください。 

 

４月１３日（月）【臨時休業に伴う給食費についてのお知らせ】 対象：全学年 

４月６日から５月１日までの臨時休業による４月分・５月分給食費について 

 日頃から学校給食の運営にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

 北九州市教育委員会より、臨時休業に伴い、４月分・５月分給食費について、以下のとおり取扱うこととす

る連絡がありました。 

保護者の皆さまにおかれましては、趣旨をご理解の上、給食費の取扱いについてご協力いただきますようお願

いいたします。 

 

１ ４月分の給食費について 

  徴収しません。 

２ ５月分の給食費について 

  ５月分の給食費の取扱いについては、給食再開の時期等が確定しましたら、追ってご連絡いたします。 

 

４月１０日（金）【緊急事態宣言に伴うお子様の家庭の見守りのお願いについて】対象：全学年 

保護者様 

 日頃から児童生徒の健康管理にご理解ご協力を賜り誠にありがとうございます。市内小学校職員にも感染が

確認され、本市でも感染拡大が深刻な状況になっています。 

 教育長より、緊急事態宣言などを踏まえ、学校預かりの利用に関して、お願いのメッセージがありましたの

で、お知らせします。 

 



緊急事態宣言に伴うお子様の家庭の見守りのお願いについて 

教育長 田島 裕美 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく緊急事態宣言が福岡県に発令されました。 

 これを受け、市長から、保育所や放課後児童クラブを利用される皆様へ、次の内容の発言がありました。 

 

『新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、「密閉」「密集」「密接」のいわゆる「３密」を避ける必要が

あるとされています。 

このことから、北九州市といたしましては、施設における「３密」を避け、感染拡大を防止するため、医療従

事者、社会の機能を維持するために就業を継続することが必要な方、ひとり親家庭などで保護者が仕事を休む

ことが困難な場合など、どうしても家庭での保育が困難な場合に限りお子さんの受け入れを行うこととしまし

た。』 

 

 この発言を受けて、教育委員会としても、医療関係者など、最低限の社会生活を維持する上で必要な職に従

事している方々が仕事を続けるためには、放課後児童クラブの機能を維持する必要があり、学校でも引き続き

協力をしていかなければならないと考えています。 

 つきましては、学校預かりをご利用の皆様にもこの趣旨を十分にご理解いただき、再度、お子様がご家庭で

過ごすことができないかご検討をお願いします。 

 現在、学校預かりをご利用されている方で、キャンセルをされる方は、電話で学校までご連絡ください。 

 家庭でお子様の見守りをしていただくことは、子ども達を感染から守ることに繋がります。 

 どうぞ、よろしくお願いします。 

 

４月８日（水）【一学期の行事変更について】対象：２年生～６年生 

保護者様 

 休校期間の延長に伴い、１学期に実施予定だった下記の行事について変更がありますのでご連絡いたしま

す。 

・５月１日に予定していました歓迎遠足は中止します。 

・５月３１日に予定していた運動会については、内容や方法を変更し、２学期以降に延期します。 

 皆様にはご心配をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

４月８日（水）【休校期間の延長について】対象：２年生～６年生 

保護者様 

保護者の皆様に、ご連絡をさせていただきます。 

 この度、北九州市教育委員会より、福岡県に緊急事態宣言が出されたことなどを踏まえ、休校期間を５月６

日（ゴールデン・ウィーク明け）まで延長することになったという連絡がきました。 

それに伴い、休校期間中の児童預かりについても、５月１日まで延長することとなりました。感染拡大防止の

観点から、できるだけ家庭等での見守りをお願いいたします。 

 また、休校期間中に分散登校日を設定する予定でしたが、当面中止とさせていただきます。 

ただし、本市の状況を踏まえて、今後再設定する可能性もありますので、ご承知おきください。 

皆様にはご心配をおかけして申し訳ありませんが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。 

 

 

 



４月７日（火）【中学校入学式について】対象：旧６年生 

小学校保護者各位 

 お世話になっております。明日 8 日（水）に予定しております、足立中学校の入学式について以下の変更に

なりました。中学生の新入生のご兄弟や知り合いがおられる方は、お知らせいただけると助かります。 

 

新入生保護者様 

 コロナウイルス感染症に伴う、緊急事態宣言が出る見込みとなっております。それに伴いまして、明日予定

されておりました足立中学校の入学式において、次のように変更させていただきます。また、新たな変更点等

は、足立中学校ホームページにて掲載するようにしますので、よろしくお願いします。 

 

〇 参加者は保護者 1名のみです。生徒の参加は不要です。 

〇 受付時間は９時～１２時に変更します。 

〇 就学通知書・教科書等を持ち帰るバッグ・スリッパをご持参ください。 

〇 緊急連絡先を記入していただきます。事前にメールアドレスを確認されておいてください。 

〇 保護者が来られない方は、中学校教頭へご連絡ください。 

〇 マスクの着用をお願いします。 

状況の変化により、変更等の可能性もあります。適宜北九州市や足立中学校のホームページにて、ご確認くだ

さい。 

作成者 足立中学校 

 

４月３日（金）【臨時休校のお知らせ】対象：２年生～６年生 

保護者各位 

 新型コロナウイルス感染症予防に伴う市立学校の一斉休校のお知らせ 

 日頃から児童の健康管理にご理解ご協力を賜りありがとうございます。北九州市教育委員会より、市内の新

型コロナウイルス感染者が増加していることなども踏まえ、感染症予防のために、本市の小学校・中学校、高

校、特別支援学校を一斉に２週間休校にするという連絡がありました。 

 ただし、４月６日（月）の始業式については、感染症対策を十分に講じた上で、実施するよう連絡がきてい

ます。そのため、休校措置期間は、始業式の翌日【４月７日（火）から４月１７日（金）】の予定です。 

 保護者の皆様方におかれましては、趣旨を十分にご理解いただき、多くの児童生徒が過ごす学校での感染拡

大の防止のため、ご協力くださいますようお願いいたします。詳細については、始業式の配布物や別途いっせ

いくんメールでお知らせいたします。 

 

４月３日（金）【始業式のお知らせ】対象：２年生～６年生 

 ４月６日(月)の始業式当日は、以下の点に気を付けて登校させてください。 

・マスク（使い捨て、ハンカチマスク、布マスク）の着用にご協力ください。 

・持ってくるもの（筆記用具、連絡帳、上ぐつ） 

・８：２５までに、旧クラスに登校する。 

・教科書を配付しますので、ランドセルで登校する。 

・着任式や始業式は、運動場で実施予定です。 

・下校予定時刻（１１：３０～順次下校） 

よろしくお願いいたします。 

 



４月３日（金）【児童の預かりについて】対象：２年生～６年生 

学校休校延長に伴う児童（小学校１～６年生）の預かりについて 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う休校措置の延長により、保護者の皆様におかれましては、お子様

の預かり先等でお困りの方もいらっしゃることと存じます。 

 そこで、学校休校延長の間、小学校１～６年生を対象に学校にて預かることといたしました。極力ご家庭に

おいて児童が安全に過ごせる体制をとっていただきたいところですが、お仕事の都合等により、やむを得ず預

けることを希望される方は、下記の要領にてお申し込みください。 

 

１ 期 間 ４月７日（火）～４月１７日（金）【新１年生は１０（金）から】 

※ 新型コロナウイルスの感染状況により、学校での預かりを中止する場合があります。 

また、マスク（使い捨て、ハンカチマスク、布マスク等）の着用にご協力ください。ご理解の程よろしくお願

いします。 

２ 時 間 ４月７・８日  ８：３０～１１：３０ 

※４月９日（木）は入学の手続等を行うため、学校預かりを実施しません。 

４月１０日～１７日 ８：３０～１３：３０ 

※学童クラブに帰る２年生以上の児童は、１５：２０頃まで学校で預かります。 

※昼食については、パン・牛乳を準備する予定です。アレルギーのある児童や、量が足りない児童は、弁当を

持参ください。 

※新１年生においては、アレルギーの把握が難しく、安全面が確保できないことから、パン・牛乳の提供はあ

りません。そのため、10日～17日の期間中は、１１：３０の下校です。 

 

３ 対 象 小学校１～６年生  

４ 締 切 ４月６日（月）１６：３０厳守 

５ 申込要領 ご希望する場合は、下記 URL 及び QR コードから電子申請で申込ください。 

※電話での申し込みも可能です。 

申込みＵＲＬ：https://www.shinsei.elg-front.jp/kitakyushu/uketsuke/dform.do?id=1585899525394 

 

６ 留意事項 急な欠席等の場合は、確実に８：３０までに学校へご連絡ください。 

登校児童の安全管理のため、申込締切や急な欠席の連絡を厳守ください。 

 


